
奈良県教育委員会行政文書管理規程の一部改正について

１ 改正理由

文書管理システムの導入に併せて、文書管理システムを利用した行政文書
の取扱い等について定めるため、所要の改正をしようとするものである。

２ 改正内容

(1) 文書の収受、起案、供覧、行政文書の整理及び保存について、原則、文
書管理システムを利用する方法により行うこととする。

(2) 文書の収受、起案、行政文書の整理及び保存に当たっては、原則、当該
文書のうち書面であるものを電磁的記録に変換することとする。

(3) 起案の際の決裁区分を下記のとおり改める。
一 知事決裁 Ａ
二 副知事決裁 Ｂ
三 会計管理者決裁 Ｃ
四 教育長決裁 Ｄ
五 理事決裁及び教育次長決裁 Ｅ
六 課長決裁及び室長決裁 Ｆ

(4) 起案の際に記入する事項を下記のとおり改める。
一 秘の取扱いを要するもの 秘
二 教育委員会に提案又は報告するもの 議案
三 公報に登載するもの
ア 公示例文として登載されるもの 公報登載（例文）
イ ア以外のもの 公報登載（審査）
四 公印を押印するもの 公印押印

(5) 施行文書について、原則、公印の押印が必要であったところ、文書事務
の効率化の観点から、原則、押印不要とし、例外的に押印が必要となる
文書を下記のとおり定める。
ア 法令等の規定により公印を押さなければならない文書
イ 県又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書
ウ 事実の証明に関する文書その他の信用力を付与する必要のある文書
エ 前三号に掲げるもののほか、公印を押すことが必要であると認めら
れる文書

(6) その他所要の規定の整備を行う。

３ 施行期日等

(1) 令和５年１０月１日
(2) その他所要の経過規定を設ける。



訓 令 名 理 由 要 旨

奈良県教育委員会行政文 文書管理システムの導入 １ 文書管理システムの導入に伴う改正

書管理規程の一部を改正す に併せて、文書管理システ （1）文書の収受、起案、供覧、行政文書の整理及び保存に関する方法

る規程 ムを利用した行政文書の取 の改正

扱い等について定めるため （第15条、第15条の２、第16条、第16条の２、第26条、

、所要の改正をしようとす 第29条、第30条、第35条、第35条の２関係）

るもの。 （2）決裁区分及び起案の際に記入する事項の改正

（第16条関係）

２ 公印の押印省略

文書事務の効率化の観点から、原則として押印不要とする。

（第22条関係）

３ その他

その他所要の改正を行う。

４ 施行期日等

（1）令和５年１０月１日から施行する。

（2）その他所要の経過規定を置く。

（改正附則関係）



奈
良
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

奈
良
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
元
年
十
二
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
編
集
」
を
「
整
理
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム

電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
、
文
書
の
収
受
、
起
案
、
決
裁
、
保
存
、
廃

棄
そ
の
他
の
文
書
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
奈
良
県
総
務
部
法
務
文
書
課

が
管
理
す
る
も
の
を
い
う
。

第
一
条
の
二
条
第
五
号
を
削
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
収
受
、
配
付
等
」
を
「
配
付
及
び
収
受
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
前

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
配
付
を
受
け
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
受
領
し
た
」
を
「
前
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
受
領
し
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
配
付
を
受
け
た
」
に
改
め
、
「
、
当

該
文
書
等
の
余
白
に
当
該
課
等
の
収
受
印
（
第
六
号
様
式
）
を
押
印
し
」
を
削
り
、
同
項
後
段
を
削
り
、

同
条
第
二
項
中
「
、
封
筒
の
余
白
に
収
受
印
を
押
印
し
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
文
書
等
が
重
要
又
は
異
例
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
文
書
主
任
又
は
名
あ
て
人
は
、

当
該
文
書
等
」
を
「
文
書
主
任
又
は
名
あ
て
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
受
し
た
文
書
等
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

文
書
主
任
又
は
名
あ
て
人
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
配
付
を
受
け
た
文
書
等
（
そ
の
内
容
が
軽

易
な
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
主
務
課
に
お
い
て
電
磁
的
記
録
に
変
換
し
、

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
収
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
磁
的
記

録
へ
の
変
換
に
適
し
な
い
文
書
等
と
し
て
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

該
文
書
等
の
余
白
に
当
該
課
等
の
収
受
印
（
第
六
号
様
式
）
を
押
印
す
る
方
法
に
よ
り
収
受
す
る
も

の
と
す
る
。

第
十
五
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
電
子
的
方
式
に
よ
る
文
書
等
の
受
領
及
び
収
受
）

第
十
五
条
の
二

文
書
主
任
又
は
名
あ
て
人
は
、
電
子
的
方
式
に
よ
り
受
信
し
た
文
書
等
（
そ
の
内
容

が
軽
易
な
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る

方
法
に
よ
り
収
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

文
書
主
任
又
は
名
あ
て
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
受
し
た
文
書
等
を
直
ち
に
主
務
課
長
の
閲

覧
に
供
し
、
そ
の
処
理
に
つ
い
て
指
示
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。



３

文
書
主
任
又
は
名
あ
て
人
は
、
数
課
に
関
係
の
あ
る
文
書
等
を
電
子
的
方
式
に
よ
り
受
信
し
た
と

き
は
、
当
該
文
書
等
を
最
も
関
係
の
深
い
と
認
め
ら
れ
る
課
等
に
配
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
起
案
用
紙
（
第
七
号
様
式
）
又
は
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
」
を
「
文

書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
起
案
用
紙
（
第
七
号
様

式
）
を
用
い
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
起
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
関
係
書
類
」
を
「
起
案
に
関
す
る
文
書
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
を
削
り
、

同
条
第
六
項
中
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「
（
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
、
職
員
の
人
事
、
給

与
、
福
利
厚
生
等
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
で
奈
良
県
総
務
部
総
務
厚
生
セ
ン
タ
ー
所

長
が
管
理
す
る
も
の
を
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
起
案
用

紙
の
「
分
類
記
号
」
欄
及
び
「
保
存
期
間
」
欄
に
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四

項
中
「
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
起
案
の
際
、
起
案
用
紙
の
「
文
書
処
理
上
の
記
事
」
欄
に
」
を
「

起
案
の
際
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

二

教
育
委
員
会
に
提
案
又
は
報
告
す
る
も
の

議
案

三

公
報
に
登
載
す
る
も
の

ア

公
示
例
文
と
し
て
登
載
さ
れ
る
も
の

公
報
登
載
（
例
文
）

イ

ア
以
外
の
も
の

公
報
登
載
（
審
査
）

四

公
印
を
押
印
す
る
も
の

公
印
押
印

第
十
六
条
第
四
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中

「
起
案
用
紙
の
「
決
裁
区
分
」
欄
に
」
を
削
り
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

知
事
決
裁

Ａ

二

副
知
事
決
裁

Ｂ

三

会
計
管
理
者
決
裁

Ｃ

四

教
育
長
決
裁

Ｄ

五

理
事
決
裁
及
び
教
育
次
長
決
裁

Ｅ

六

課
長
決
裁
及
び
室
長
決
裁

Ｆ

第
十
六
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
起
案
す
る
文
書
及
び
当
該
起
案
に
関
す
る
文
書
の
う
ち
書
面
で
あ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
変
換
す
る
も



の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
磁
的
記
録
へ
の
変
換
に
適
し
な
い
文
書
と
し
て
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が

定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
供
覧
）

第
十
六
条
の
二

前
条
の
起
案
に
よ
る
処
理
を
必
要
と
し
な
い
文
書
又
は
直
ち
に
起
案
す
る
こ
と
が
困

難
な
文
書
で
あ
っ
て
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
処
理
で
き
る
も
の
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利

用
す
る
方
法
に
よ
り
供
覧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め
る
場

合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
文
書
の
余
白
若
し
く
は
付
箋
に
文
書
整
理
印
（
第
八
号
様
式
）
を
押
印
す

る
と
と
も
に
、
必
要
な
事
項
を
記
入
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
供
覧
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
供
覧
す
る
文
書
の
う
ち
書
面
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
総
括
文
書
管

理
責
任
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
変
換
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
磁
的
記

録
へ
の
変
換
に
適
し
な
い
文
書
と
し
て
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
修
正
案
又
は
異
議
あ
る
事
項
を
記
載
し
た
付
箋
を
起
案
文
書
に
貼
付
し
て
」

を
削
る
。

第
二
十
二
条
の
見
出
し
中
「
及
び
契
印
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

施
行
す
る
文
書
（
公
報
に
登
載
す
る
も
の
及
び
電
子
的
方
式
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。

）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
は
、
公
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
令
等
の
規
定
に
よ
り
公
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
書

二

県
又
は
相
手
方
の
権
利
義
務
又
は
法
的
地
位
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
文
書

三

事
実
の
証
明
に
関
す
る
文
書
そ
の
他
の
信
用
力
を
付
与
す
る
必
要
の
あ
る
文
書

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
印
を
押
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
文
書

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
施
行
し
よ
う
と
す
る
文
書
に
決
裁
を
受
け
た
起
案
文
書
を
添
え
て
」
を
削

り
、
「
に
提
出
し
、
照
合
」
を
「
の
照
合
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項

以
外
の
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
電
子
的
方
式
に
よ
り
文
書
を
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
文
書
を
電
子
的
方
式
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
文
書
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
三
章
第
四
節
の
節
名
中
「
編
集
」
を
「
整
理
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
見
出
し
中
「
編
集
」
を
「
整
理
」
に
改
め
、
同
条
中
「
完
結
し
た
行
政
文
書
（
電
磁



的
記
録
を
除
く
。
以
下
第
三
十
五
条
ま
で
同
じ
。
）
は
、
編
集
し
、
」
を
「
行
政
文
書
は
、
整
理
し
、

及
び
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
行
政
文
書
の
整
理
及
び
保
存
の
通
則
）

第
二
十
九
条

行
政
文
書
は
、
文
書
分
類
表
の
細
分
類
（
細
分
類
を
設
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、

第
四
分
類
）
及
び
会
計
年
度
ご
と
に
整
理
し
、
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
管
理
が
適
切
に
行
わ

れ
る
場
所
に
お
い
て
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

２

事
案
が
二
年
以
上
に
わ
た
る
行
政
文
書
は
、
当
該
事
案
が
完
結
し
た
会
計
年
度
に
属
す
る
行
政
文

書
と
し
て
整
理
し
、
及
び
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
行
政
文
書
の
整
理
及
び
保
存
の
方
法
）

第
三
十
条

行
政
文
書
の
整
理
及
び
保
存
は
、
主
務
課
に
お
い
て
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
方

法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
保
存
期
間
が
一
年
未
満
の
行
政
文
書
の
整
理
及
び
保
存
に

つ
い
て
は
、
主
務
課
に
お
い
て
他
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

整
理
し
、
及
び
保
存
す
る
行
政
文
書
の
う
ち
書
面
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
主
務
課
に
お
い
て

電
磁
的
記
録
に
変
換
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
磁
的
記
録
へ
の
変
換
に
適
し
な
い
行
政
文
書

と
し
て
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

書
面
に
よ
る
保
存
が
必
要
で
あ
る
行
政
文
書
と
し
て
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め
る
も
の
及
び

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
へ
の
変
換
に
適
し
な
い
行
政
文
書
と
し
て
総
括
文
書
管

理
責
任
者
が
定
め
る
も
の
の
整
理
は
、
主
務
課
に
お
い
て
次
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

完
結
し
た
順
序
に
よ
り
簿
冊
に
つ
づ
り
込
む
こ
と
。

二

行
政
文
書
に
添
付
し
た
図
画
等
で
あ
っ
て
同
一
簿
冊
に
つ
づ
り
込
む
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ

い
て
は
、
袋
に
入
れ
、
又
は
結
束
し
て
相
互
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
。

三

保
存
期
間
が
三
年
以
上
の
行
政
文
書
に
係
る
簿
冊
に
は
、
索
引
（
第
十
三
号
様
式
）
を
付
け
る

こ
と
。

四

簿
冊
に
は
、
年
度
、
名
称
及
び
主
務
課
名
を
表
示
す
る
と
と
も
に
保
存
ラ
ベ
ル
を
貼
り
付
け
る

こ
と
。

４

書
面
に
よ
る
保
存
が
必
要
で
あ
る
行
政
文
書
と
し
て
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め
る
も
の
及
び

第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
へ
の
変
換
に
適
し
な
い
行
政
文
書
と
し
て
総
括
文
書

管
理
責
任
者
が
定
め
る
も
の
の
保
存
は
、
主
務
課
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら

の
う
ち
保
存
期
間
が
十
年
以
上
の
も
の
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
企
画
管
理
室
に
お
い
て
行
う
も
の
と



す
る
。

第
三
十
条
の
二
を
削
る
。

第
三
十
一
条
の
見
出
し
中
「
編
集
し
た
行
政
文
書
」
を
「
保
存
文
書
」
に
改
め
、
同
条
中
「
主
務
課

は
、
編
集
し
た
」
を
「
主
務
課
長
は
、
前
条
第
四
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
保
存
す
る
」
に
、
「
十
年
未

満
の
も
の
を
除
く
」
を
「
十
年
以
上
の
も
の
に
限
る
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
、
」
の

下
に
「
当
該
行
政
文
書
の
う
ち
」
を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
本
文
」
を
「
第
三
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
規
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
保
存
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
は
、

」
を
削
り
、
「
主
務
課
長
は
」
の
下
に
「
、
規
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
文
書
の
保
存
期

間
を
延
長
す
る
と
き
は
」
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
の
二
の
見
出
し
中
「
行
政
文
書
」
を
「
保
存
文
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該

行
政
文
書
に
移
管
行
政
文
書
目
録
を
添
え
て
」
を
「
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
三
の
見
出
し
中
「
行
政
文
書
」
を
「
保
存
文
書
」
に
改
め
、
同
条
中
「
と
き
は
」
の

下
に
「
、
消
去
」
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
の
四
の
見
出
し
中
「
の
承
認
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
規
則
」
を
「
主
務
課
長
は
、

規
則
」
に
改
め
、
「
主
務
課
長
は
、
」
を
削
る
。

第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
五
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
保
存
文
書
の
電
算
管
理
）

第
三
十
五
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
存
す
る
行
政
文
書
（
保
存
期
間
が
一
年
以
上
の

も
の
に
限
る
。
）
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

（
電
磁
的
記
録
の
管
理
）

第
三
十
五
条
の
二

第
二
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
磁
的
記
録
で
あ
る
行
政

文
書
で
あ
っ
て
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
整
理
及
び
保
存
に
適
し
な
い
も
の

の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
七
号
様
式
中
「ア
・
イ
・
ウ

」
を
「Ａ

・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ

」
に
、
「委

員
会

（提
案
・
報

告

）
」
を
「議

案
公
印
押
印

」
に
改
め
、
「公

印
省
略

」
を
削
る
。

第
八
号
様
式
そ
の
一
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
二
を
同
様
式
と
す
る
。

第
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
削
除



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
供
覧
、
回
議
又
は
合
議
（
以
下
「
回
議
等
」
と
い
う
。

）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
（
以
下
「

新
規
程
」
と
い
う
。
）
第
三
章
第
二
節
及
び
第
三
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
保
存
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
及
び
こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
行
わ

れ
て
い
る
回
議
等
に
係
る
行
政
文
書
の
整
理
及
び
保
存
に
つ
い
て
は
、
新
規
程
第
三
章
第
四
節
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。



奈
良
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

新
旧
対
照
表

改

正

後

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
）

第
二
章

通
則

第
二
章

通
則

第
一
節

公
文
（
第
五
条
―
第
九
条
）

第
一
節

公
文
（
第
五
条
―
第
九
条
）

第
二
節

公
印
（
第
十
条
―
第
十
三
条
）

第
二
節

公
印
（
第
十
条
―
第
十
三
条
）

第
三
章

課
等
に
お
け
る
行
政
文
書
の
取
扱
い

第
三
章

課
等
に
お
け
る
行
政
文
書
の
取
扱
い

第
一
節

文
書
の
収
受
及
び
配
布
（
第
十
四
条
・

第
一
節

文
書
の
収
受
及
び
配
布
（
第
十
四
条
・

第
十
五
条
）

第
十
五
条
）

第
二
節

起
案
及
び
決
裁
（
第
十
六
条
―
第
二
十

第
二
節

起
案
及
び
決
裁
（
第
十
六
条
―
第
二
十

条
）

条
）

第
三
節

浄
書
及
び
発
送
（
第
二
十
一
条
―
第
二

第
三
節

浄
書
及
び
発
送
（
第
二
十
一
条
―
第
二

十
五
条
）

十
五
条
）

第
四
節

行
政
文
書
の
整
理
及
び
保
存
（
第
二
十

第
四
節

行
政
文
書
の
編
集
及
び
保
存
（
第
二
十

六
条
―
第
三
十
五
条
の
二
）

六
条
―
第
三
十
五
条
の
二
）

第
四
章

教
育
機
関
に
お
け
る
行
政
文
書
の
取
扱
い

第
四
章

教
育
機
関
に
お
け
る
行
政
文
書
の
取
扱
い

（
第
三
十
六
条
）

（
第
三
十
六
条
）

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条
の
二

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲

第
一
条
の
二

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

に
よ
る
。

一
及
び
二

略

一
及
び
二

略

三

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム

電
子
計
算
機
を
利
用
し

三

総
務
事
務
シ
ス
テ
ム

電
子
計
算
機
を
利
用
し

て
、
文
書
の
収
受
、
起
案
、
決
裁
、
保
存
、
廃
棄

て
、
職
員
の
人
事
、
給
与
、
福
利
厚
生
等
に
関
す

そ
の
他
の
文
書
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す

る
事
務
の
処
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
で
奈
良
県
総
務

る
シ
ス
テ
ム
で
奈
良
県
総
務
部
法
務
文
書
課
が
管

部
総
務
厚
生
セ
ン
タ
ー
所
長
が
管
理
す
る
も
の
を

理
す
る
も
の
を
い
う
。

い
う
。

四

略

四

略

五

総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

地
方
公
共
団
体
、

国
、
住
民
等
の
間
に
お
け
る
情
報
交
換
の
円
滑
化

及
び
情
報
の
共
有
に
よ
る
情
報
の
高
度
利
用
を
図

る
た
め
に
、
地
方
公
共
団
体
の
組
織
内
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
相
互
に
接
続
し
た
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
い
う
。



改

正

後

現

行

（
課
等
に
お
け
る
文
書
等
の
配
布
及
び
収
受
）

（
課
等
に
お
け
る
文
書
等
の
収
受
、
配
布
等
）

第
十
五
条

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
受
領
し
、
又

第
十
五
条

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
配
付
を
受
け

は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
配
布
を
受
け
た
文
書

、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
受
領
し
た
文
書

等
は
、
直
ち
に
、
開
封
し
、
文
書
主
任
又
は
名
あ
て

等
は
、
直
ち
に
、
開
封
し
、
当
該
文
書
等
の
余
白
に

人
に
配
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
課
等
の
収
受
印
（
第
六
号
様
式
）
を
押
印
し
、

文
書
主
任
又
は
名
あ
て
人
に
配
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
刊
行
物
、
ポ
ス
タ
ー

そ
の
他
収
受
印
を
必
要
と
し
な
い
文
書
等
は
、
収
受

印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
親
展
」
の
表
示

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
親
展
」
の
表
示

の
あ
る
文
書
等
は
、
開
封
し
な
い
で
、
名
あ
て
人
に

の
あ
る
文
書
等
は
、
開
封
し
な
い
で
、
封
筒
の
余
白

配
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
収
受
印
を
押
印
し
、
名
あ
て
人
に
配
布
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

文
書
主
任
又
は
名
あ
て
人
は
、
前
二
項
の
規
定
に

よ
り
配
布
を
受
け
た
文
書
等
（
そ
の
内
容
が
軽
易
な

も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

主
務
課
に
お
い
て
電
磁
的
記
録
に
変
換
し
、
文
書
管

理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
収
受
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
電
磁
的
記
録
へ
の
変
換

に
適
し
な
い
文
書
等
と
し
て
総
括
文
書
管
理
責
任
者

が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
文
書
等
の
余
白

に
当
該
課
等
の
収
受
印
（
第
六
号
様
式
）
を
押
印
す

る
方
法
に
よ
り
収
受
す
る
も
の
と
す
る
。

４

文
書
主
任
又
は
名
あ
て
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
文
書
等
が
重
要

り
収
受
し
た
文
書
等
を
直
ち
に
主
務
課
長
の
閲
覧
に

又
は
異
例
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
文
書
主
任
又
は

供
し
、
そ
の
処
理
に
つ
い
て
指
示
を
受
け
る
も
の
と

名
あ
て
人
は
、
当
該
文
書
等
を
直
ち
に
主
務
課
長
等

す
る
。

の
閲
覧
に
供
し
、
そ
の
処
理
に
つ
い
て
指
示
を
受
け

る
も
の
と
す
る
。

（
電
子
的
方
式
に
よ
る
文
書
等
の
受
領
及
び
収
受
）

（
電
子
的
方
式
に
よ
る
文
書
の
受
領
等
）

第
十
五
条
の
二

文
書
主
任
又
は
名
あ
て
人
は
、
電
子

第
十
五
条
の
二

電
子
的
方
式
に
よ
り
文
書
を
受
信
し

的
方
式
に
よ
り
受
信
し
た
文
書
等
（
そ
の
内
容
が
軽

た
場
合
は
、
速
や
か
に
、
当
該
文
書
の
内
容
を
用
紙

易
な
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

に
出
力
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

）
を
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
方
法
に
よ

次
項
の
規
定
に
よ
る
処
理
を
必
要
と
し
な
い
文
書
は

り
収
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
用
紙
へ
の
出
力
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

文
書
主
任
又
は
名
あ
て
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

２

前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
用
紙
に
出
力
さ
れ
た
文



改

正

後

現

行

り
収
受
し
た
文
書
等
を
直
ち
に
主
務
課
長
の
閲
覧
に

書
は
、
主
務
課
に
直
接
到
着
し
た
文
書
等
と
み
な
し

供
し
、
そ
の
処
理
に
つ
い
て
指
示
を
受
け
る
も
の
と

、
第
十
四
条
第
三
項
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
三

す
る
。

項
の
規
定
の
例
に
よ
り
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

３

文
書
主
任
又
は
名
あ
て
人
は
、
数
課
に
関
係
の
あ

る
文
書
等
を
電
子
的
方
式
に
よ
り
受
信
し
た
と
き
は

、
当
該
文
書
を
最
も
関
係
の
深
い
と
認
め
ら
れ
る
課

等
に
配
布
す
る
も
の
と
す
る
。

（
起
案
）

（
起
案
）

第
十
六
条

文
書
の
起
案
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を

第
十
六
条

文
書
の
起
案
は
、
起
案
用
紙
（
第
七
号
様

利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

式
）
又
は
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
行
わ
な
け

た
だ
し
、
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め
る
場
合
に

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
定
例
的
な
事
案
で
あ
ら

該
当
す
る
と
き
は
、
起
案
用
紙
（
第
七
号
様
式
）
を

か
じ
め
主
務
課
長
が
副
総
括
文
書
管
理
責
任
者
に
協

用
い
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
起
案
す
る
こ
と

議
し
て
定
め
る
簿
冊
若
し
く
は
書
式
で
処
理
し
、
又

が
で
き
る
。

は
軽
易
な
事
案
で
文
書
の
余
白
を
利
用
し
、
若
し
く

は
付
箋
を
用
い
て
処
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

文
書
を
起
案
す
る
と
き
は
、
起
案
理
由
を
明
記
す

２

文
書
を
起
案
す
る
と
き
は
、
起
案
理
由
を
明
記
す

る
と
と
も
に
起
案
に
関
す
る
文
書
を
添
え
な
け
れ
ば

る
と
と
も
に
関
係
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
定
例
的
又
は
軽

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
定
例
的
又
は
軽
易
な
も
の

易
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
起
案
理
由
の
記
載
を
省
略

に
つ
い
て
は
、
起
案
理
由
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

３

第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
起
案
す
る
文
書
及
び

当
該
起
案
に
関
す
る
文
書
の
う
ち
書
面
で
あ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
変
換
す
る
も
の
と
す
る

。
た
だ
し
、
電
磁
的
記
録
へ
の
変
換
に
適
し
な
い
文

書
と
し
て
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

起
案
文
書
に
は
、
起
案
の
際
、
次
の
各
号
に
掲
げ

３

起
案
文
書
に
は
、
起
案
の
際
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
決
裁
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
記
号

る
決
裁
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
記
号

を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
起
案
用
紙
の
「
決
裁
区
分
」
欄
に
記
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

知
事
決
裁

Ａ

一

教
育
長
決
裁

ア

二

副
知
事
決
裁

Ｂ

二

理
事
及
び
教
育
次
長
決
裁

イ

三

会
計
管
理
者
決
裁

Ｃ

三

課
長
決
裁
及
び
室
長
決
裁

ウ
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四

教
育
長
決
裁

Ｄ

五

理
事
決
裁
及
び
教
育
次
長
決
裁

Ｅ

六

課
長
決
裁
及
び
室
長
決
裁

Ｆ

５

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
起
案
文
書
に
は

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
起
案
文
書
に
は

、
起
案
の
際
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
入
し

、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
起
案
の
際
、
起
案
用

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

紙
の
「
文
書
処
理
上
の
記
事
」
欄
に
記
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

略

一

略

二

教
育
委
員
会
に
提
案
又
は
報
告
す
る
も
の

議

二

教
育
委
員
会
に
提
案
す
る
も
の

委
員
会
（
提

案

案
）

三

教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の

委
員
会
（
報

告

三

公
報
に
登
載
す
る
も
の

四

公
報
に
登
載
す
る
も
の

ア

公
示
例
文
と
し
て
登
載
さ
れ
る
も
の

公
報

ア

公
示
例
文
と
し
て
登
載
さ
れ
る
も
の

公
報

登
載
（
例
文
）

登
載
（
例
文
）

イ

ア
以
外
の
も
の

公
報
登
載
（
審
査
）

イ

ア
以
外
の
も
の

公
報
登
載
（
審
査
）

四

公
印
を
押
印
す
る
も
の

公
印
押
印

五

公
印
の
押
印
を
省
略
す
る
も
の

公
印
省
略

六

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
り
施
行
す
る
も
の

フ
ァ

ク
シ
ミ
リ
施
行

七

電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
施
行
す
る
も
の

電
子
メ

ー
ル
施
行

八

総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
電
子
文
書
交
換
シ

ス
テ
ム
に
よ
り
施
行
す
る
も
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

施
行

６

起
案
文
書
に
は
、
起
案
の
際
、
第
二
十
八
条
の
規

５

起
案
文
書
に
は
、
起
案
の
際
、
第
二
十
八
条
の
規

定
に
よ
り
定
め
る
文
書
分
類
表
に
よ
る
分
類
記
号
及

定
に
よ
り
定
め
る
文
書
分
類
表
に
よ
る
分
類
記
号
及

び
保
存
期
間
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

び
保
存
期
間
を
起
案
用
紙
の
「
分
類
記
号
」
欄
及
び

「
保
存
期
間
」
欄
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て

６

総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
行
う
起
案
に
つ
い

、
職
員
の
人
事
、
給
与
、
福
利
厚
生
等
に
関
す
る
事

て
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め

務
の
処
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
で
奈
良
県
総
務
部
総
務

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

厚
生
セ
ン
タ
ー
所
長
が
管
理
す
る
も
の
を
い
う
。
）

を
用
い
て
行
う
起
案
に
つ
い
て
は
、
前
三
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

７

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
文
書
の
余
白

を
利
用
し
、
又
は
付
箋
を
用
い
て
処
理
す
る
起
案
文



改

正

後

現

行

書
に
は
、
文
書
の
余
白
又
は
付
箋
に
文
書
整
理
印
（

第
八
号
様
式
）
を
押
印
し
、
必
要
な
事
項
を
記
入
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
供
覧
）

第
十
六
条
の
二

前
条
の
起
案
に
よ
る
処
理
を
必
要
と

し
な
い
文
書
又
は
直
ち
に
起
案
す
る
こ
と
が
困
難
な

文
書
で
あ
っ
て
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
処
理
で

き
る
も
の
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
方

法
に
よ
り
供
覧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る

と
き
は
、
文
書
の
余
白
若
し
く
は
付
箋
に
文
書
整
理

印
（
第
八
号
様
式
）
を
押
印
す
る
と
と
も
に
、
必
要

な
事
項
を
記
入
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
供

覧
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
供
覧
す
る
文
書
の
う
ち

書
面
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
総
括
文
書
管
理
責

任
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電
磁
的
記
録
に
変
換

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
磁
的
記
録
へ
の
変

換
に
適
し
な
い
文
書
と
し
て
総
括
文
書
管
理
責
任
者

が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
合
議
）

（
合
議
）

第
十
八
条

略

第
十
八
条

略

２

合
議
を
受
け
た
課
等
に
お
い
て
合
議
事
項
に
異
議

２

合
議
を
受
け
た
課
等
に
お
い
て
合
議
事
項
に
異
議

が
あ
る
と
き
は
、
主
務
課
に
協
議
し
て
調
整
し
、
な

が
あ
る
と
き
は
、
主
務
課
に
協
議
し
て
調
整
し
、
な

お
そ
の
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
は
、
上
司
の
指
示

お
そ
の
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
は
、
修
正
案
又
は

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

異
議
あ
る
事
項
を
記
載
し
た
付
箋
を
起
案
文
書
に
貼

付
し
て
上
司
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
印
の
押
印
）

（
公
印
及
び
契
印
の
押
印
）

第
二
十
二
条

施
行
す
る
文
書
（
公
報
に
登
載
す
る
も

第
二
十
二
条

施
行
す
る
文
書
（
公
報
に
登
載
す
る
も

の
及
び
電
子
的
方
式
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

の
及
び
電
子
的
方
式
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
は
、
公
印
を

じ
。
）
に
は
、
公
印
を
押
し
、
決
裁
を
受
け
た
起
案

押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

文
書
と
契
印
を
も
っ
て
割
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

一

法
令
等
の
規
定
に
よ
り
公
印
を
押
さ
な
け
れ
ば

。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
文
書
に
は
、
公
印
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な
ら
な
い
文
書

及
び
契
印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

県
又
は
相
手
方
の
権
利
義
務
又
は
法
的
地
位
に

一

県
の
機
関
に
あ
て
た
文
書
（
許
可
、
認
可
等
の

重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
文
書

処
分
に
関
す
る
文
書
そ
の
他
特
に
重
要
な
文
書
を

三

事
実
の
証
明
に
関
す
る
文
書
そ
の
他
の
信
用
力

除
く
。
）

を
付
与
す
る
必
要
の
あ
る
文
書

二

国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
あ
て
た
文
書
の
う
ち

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
印
を
押
す

、
当
該
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
公
印
の
押
印
の

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
文
書

省
略
を
認
め
た
も
の

三

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
県
の
機
関
以
外

に
あ
て
た
文
書
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
そ
の

他
の
軽
易
な
も
の

ア

刊
行
物
、
資
料
等
の
送
付

イ

法
律
効
果
を
伴
わ
な
い
事
実
の
通
知

ウ

資
料
に
関
す
る
照
会
及
び
回
答

四

儀
礼
文
書
の
う
ち
式
辞
、
祝
辞
、
書
簡
等

２

公
印
を
押
印
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
九
条
の

２

公
印
を
押
印
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
施
行
し
よ

規
定
に
よ
り
当
該
公
印
を
保
管
す
る
課
の
長
（
出
納

う
と
す
る
文
書
に
決
裁
を
受
け
た
起
案
文
書
を
添
え

員
等
の
印
に
あ
つ
て
は
、
当
該
職
員
）
（
以
下
「
公

て
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
公
印
を
保

印
保
管
者
」
と
い
う
。
）
の
照
合
を
受
け
な
け
れ
ば

管
す
る
課
等
の
長
（
以
下
「
公
印
保
管
者
」
と
い
う

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
第
十
条
第
一
号
ア

。
）
に
提
出
し
、
照
合
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
エ
ま
で
の
公
印
を
執
務
時
間
外
に
押
印
し
よ
う

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
第
十
条
第
一
号
ア
か
ら
エ
ま

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
企
画
管
理
室
長
又
は

で
の
公
印
を
執
務
時
間
外
に
押
印
し
よ
う
と
す
る
と

企
画
管
理
室
長
の
指
定
す
る
課
等
の
長
の
承
認
を
受

き
は
、
あ
ら
か
じ
め
企
画
管
理
室
長
又
は
企
画
管
理

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

室
長
の
指
定
す
る
課
等
の
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

第
十
条
第
一
号
ア
か
ら
エ
ま
で
の
公
印
を
押
印
し

た
と
き
は
、
企
画
管
理
室
又
は
総
括
文
書
管
理
責
任

者
の
指
定
す
る
課
等
に
備
え
付
け
の
公
印
使
用
簿
（

第
十
号
様
式
）
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

公
印
を
押
印
し
た
と
き
は
、
文
書
施
行
簿
又
は
枝

４

前
項
以
外
の
公
印
を
押
印
し
た
と
き
は
、
文
書
施

番
処
理
簿
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

行
簿
又
は
枝
番
処
理
簿
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
な

な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
署
名
）

（
電
子
署
名
）

第
二
十
四
条
の
二

第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

第
二
十
四
条
の
二

電
子
的
方
式
に
よ
り
文
書
を
施
行

る
文
書
を
電
子
的
方
式
に
よ
り
施
行
す
る
場
合
は
、

す
る
場
合
は
、
当
該
文
書
に
は
電
子
署
名
を
行
わ
な
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当
該
文
書
に
は
電
子
署
名
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
二
条
第
一
項

い
。

各
号
に
掲
げ
る
文
書
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２
～
４

略

２
～
４

略

（
文
書
の
発
送
）

（
文
書
の
発
送
）

第
二
十
五
条

略

第
二
十
五
条

略

２

電
子
署
名
を
行
っ
て
送
信
す
る
文
書
の
発
送
は
、

２

電
子
署
名
を
行
っ
て
送
信
す
る
文
書
及
び
第
四
項

主
務
課
に
お
い
て
行
う
。

に
規
定
す
る
文
書
の
発
送
は
、
主
務
課
に
お
い
て
行

う
。

３

略

３

略

４

往
復
文
の
う
ち
第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
公
印
及
び
契
印
を
省
略
で
き
る
も
の
は

、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
電
子
メ
ー
ル
そ
の
他
の
電
気
通

信
回
線
に
よ
り
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
節

行
政
文
書
の
整
理
及
び
保
存

第
四
節

行
政
文
書
の
編
集
及
び
保
存

（
行
政
文
書
の
整
理
及
び
保
存
）

（
行
政
文
書
の
編
集
及
び
保
存
）

第
二
十
六
条

行
政
文
書
は
、
整
理
し
、
及
び
保
存
し

第
二
十
六
条

完
結
し
た
行
政
文
書
（
電
磁
的
記
録
を

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

除
く
。
以
下
第
三
十
五
条
ま
で
同
じ
。
）
は
、
編
集

し
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
政
文
書
の
整
理
及
び
保
存
の
通
則
）

（
行
政
文
書
の
編
集
方
法
）

第
二
十
九
条

行
政
文
書
は
、
文
書
分
類
表
の
細
分
類

第
二
十
九
条

行
政
文
書
の
編
集
は
、
主
務
課
に
お
い

（
細
分
類
を
設
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第

て
次
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

四
分
類
）
及
び
会
計
年
度
ご
と
に
整
理
し
、
組
織
的

一

分
類
表
の
細
分
類
（
細
分
類
を
設
け
て
い
な
い

に
用
い
る
も
の
と
し
て
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
る
場

も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
四
分
類
）
及
び
会
計
年
度

所
に
お
い
て
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

ご
と
に
編
集
す
る
も
の
と
し
、
完
結
し
た
順
序
に

２

事
案
が
二
年
以
上
に
わ
た
る
行
政
文
書
は
、
当
該

よ
り
つ
づ
り
込
む
こ
と
。
た
だ
し
、
事
案
が
二
年

事
案
が
完
結
し
た
会
計
年
度
に
属
す
る
行
政
文
書
と

以
上
に
わ
た
る
も
の
は
、
当
該
事
案
が
完
結
し
た

し
て
整
理
し
、
及
び
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

会
計
年
度
に
属
す
る
行
政
文
書
と
し
て
編
集
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

二

行
政
文
書
に
添
付
し
た
図
画
等
で
同
一
簿
冊
に

つ
づ
り
込
む
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
は
、

袋
に
入
れ
、
又
は
結
束
し
て
相
互
の
関
係
を
明
ら

か
に
し
て
お
く
こ
と
。
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三

保
存
期
間
が
三
年
以
上
の
行
政
文
書
に
係
る
簿

冊
に
は
、
索
引
（
第
十
三
号
様
式
）
を
付
け
る
こ

と
。

四

簿
冊
に
は
、
年
度
、
名
称
及
び
主
務
課
名
を
表

示
す
る
と
と
も
に
保
存
ラ
ベ
ル
を
は
り
付
け
る
こ

と
。

（
行
政
文
書
の
整
理
及
び
保
存
の
方
法
）

（
編
集
し
た
行
政
文
書
の
保
存
）

第
三
十
条

行
政
文
書
の
整
理
及
び
保
存
は
、
主
務
課

第
三
十
条

編
集
し
た
行
政
文
書
の
保
存
は
、
企
画
管

に
お
い
て
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
方
法
に

理
室
に
お
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
保
存
期
間
が
十
年

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
保
存
期
間
が
一

未
満
の
行
政
文
書
は
、
主
務
課
に
お
い
て
行
う
も
の

年
未
満
の
行
政
文
書
の
整
理
及
び
保
存
に
つ
い
て
は

と
す
る
。

、
主
務
課
に
お
い
て
他
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

２

整
理
し
、
及
び
保
存
す
る
行
政
文
書
の
う
ち
書
面

で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
主
務
課
に
お
い
て
電
磁

的
記
録
に
変
換
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
磁

的
記
録
へ
の
変
換
に
適
し
な
い
行
政
文
書
と
し
て
総

括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

３

書
面
に
よ
る
保
存
が
必
要
で
あ
る
行
政
文
書
と
し

て
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め
る
も
の
及
び
前
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
へ
の
変
換
に

適
し
な
い
行
政
文
書
と
し
て
総
括
文
書
管
理
責
任
者

が
定
め
る
も
の
の
整
理
は
、
主
務
課
に
お
い
て
次
の

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

完
結
し
た
順
序
に
よ
り
簿
冊
に
つ
づ
り
込
む
こ

と
。

二

行
政
文
書
に
添
付
し
た
図
画
等
で
あ
っ
て
同
一

簿
冊
に
つ
づ
り
込
む
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ
い

て
は
、
袋
に
入
れ
、
又
は
結
束
し
て
相
互
の
関
係

を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
。

三

保
存
期
間
が
三
年
以
上
の
行
政
文
書
に
係
る
簿

冊
に
は
、
索
引
（
第
十
三
号
様
式
）
を
付
け
る
こ

と
。

四

簿
冊
に
は
、
年
度
、
名
称
及
び
主
務
課
名
を
表
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示
す
る
と
と
も
に
保
存
ラ
ベ
ル
を
貼
り
付
け
る
こ

と
。

４

書
面
に
よ
る
保
存
が
必
要
で
あ
る
行
政
文
書
と
し

て
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め
る
も
の
及
び
第
二

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
へ
の
変
換

に
適
し
な
い
行
政
文
書
と
し
て
総
括
文
書
管
理
責
任

者
が
定
め
る
も
の
の
保
存
は
、
主
務
課
に
お
い
て
行

う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
保
存
期

間
が
十
年
以
上
の
も
の
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
企
画

管
理
室
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
行
政
文
書
の
保
存
方
法
）

第
三
十
条
の
二

事
案
の
処
理
が
完
結
し
た
行
政
文
書

は
、
完
結
し
て
い
な
い
行
政
文
書
と
区
分
し
て
、
組

織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ

る
場
所
に
お
い
て
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
存
文
書
の
引
継
ぎ
）

（
編
集
し
た
行
政
文
書
の
引
継
ぎ
）

第
三
十
一
条

主
務
課
長
は
、
前
条
第
四
項
本
文
の
規

第
三
十
一
条

主
務
課
は
、
編
集
し
た
行
政
文
書
（
保

定
に
よ
り
保
存
す
る
行
政
文
書
（
保
存
期
間
が
十
年

存
期
間
が
十
年
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
を
、
当
該

以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
、
当
該
行
政
文
書
の
保

行
政
文
書
の
保
存
期
間
の
起
算
日
か
ら
一
年
を
経
過

存
期
間
の
起
算
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
後
に
副
総

し
た
後
に
副
総
括
文
書
管
理
責
任
者
に
引
き
継
が
な

括
文
書
管
理
責
任
者
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
事
務
処
理
上
特
に
必

い
。
た
だ
し
、
当
該
行
政
文
書
の
う
ち
事
務
処
理
上

要
が
あ
る
と
副
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
認
め
た
も

特
に
必
要
が
あ
る
と
副
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
認

の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

め
た
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
保
存
文
書
の
閲
覧
等
）

（
保
存
文
書
の
閲
覧
等
）

第
三
十
二
条

第
三
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

第
三
十
二
条

第
三
十
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
企
画
管

よ
り
企
画
管
理
室
に
お
い
て
保
存
す
る
行
政
文
書
（

理
室
に
お
い
て
保
存
す
る
行
政
文
書
（
以
下
「
企
画

以
下
「
企
画
管
理
室
保
存
文
書
」
と
い
う
。
）
を
閲

管
理
室
保
存
文
書
」
と
い
う
。
）
を
閲
覧
し
、
又
は

覧
し
、
又
は
借
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
副
総
括
文

借
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
副
総
括
文
書
管
理
責
任

書
管
理
責
任
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
２
及
び
３

略

２
及
び
３

略



改

正

後

現

行

（
保
存
期
間
の
延
長
）

（
保
存
期
間
の
延
長
）

第
三
十
三
条

主
務
課
長
は
、
規
則
第
九
条
第
二
項
の

第
三
十
三
条

規
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

規
定
に
よ
り
行
政
文
書
の
保
存
期
間
を
延
長
す
る
と

保
存
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
は
、
主
務
課
長
は
、

き
は
、
総
括
文
書
管
理
責
任
者
に
協
議
し
な
け
れ
ば

総
括
文
書
管
理
責
任
者
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
ら
な
い
。

い
。

２

略

２

略

（
保
存
文
書
の
移
管
）

（
行
政
文
書
の
移
管
）

第
三
十
三
条
の
二

略

第
三
十
三
条
の
二

略

２

企
画
管
理
室
長
は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
本
文
の

２

企
画
管
理
室
長
は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
本
文
の

規
定
に
よ
り
引
継
ぎ
を
受
け
た
行
政
文
書
の
保
存
期

規
定
に
よ
り
引
継
ぎ
を
受
け
た
行
政
文
書
の
保
存
期

間
が
満
了
し
た
と
き
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
引
継
ぎ

間
が
満
了
し
た
と
き
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
引
継
ぎ

を
受
け
た
と
き
は
、
総
括
文
書
管
理
責
任
者
が
定
め

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
行
政
文
書
に
移
管
行
政
文

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
に
移
管

書
目
録
を
添
え
て
、
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
に
移
管

す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

（
保
存
文
書
の
廃
棄
方
法
）

（
行
政
文
書
の
廃
棄
方
法
）

第
三
十
三
条
の
三

保
存
期
間
が
五
年
未
満
の
行
政
文

第
三
十
三
条
の
三

保
存
期
間
が
五
年
未
満
の
行
政
文

書
に
つ
い
て
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
消
去

書
に
つ
い
て
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
裁
断

、
裁
断
、
溶
解
、
焼
却
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り

、
溶
解
、
焼
却
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
廃
棄
し

廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
存
期
間
の
満
了
前
廃
棄
）

（
保
存
期
間
の
満
了
前
廃
棄
の
承
認
）

第
三
十
三
条
の
四

主
務
課
長
は
、
規
則
第
十
一
条
の

第
三
十
三
条
の
四

規
則
第
十
一
条
の
行
政
文
書
を
保

行
政
文
書
を
保
存
期
間
が
満
了
す
る
前
に
廃
棄
し
よ

存
期
間
が
満
了
す
る
前
に
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
と
き

う
と
す
る
と
き
は
、
総
括
文
書
管
理
責
任
者
の
承
認

は
、
主
務
課
長
は
、
総
括
文
書
管
理
責
任
者
の
承
認

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

略

２

略

（
保
存
文
書
の
電
算
管
理
）

（
保
存
文
書
の
電
算
管
理
）

第
三
十
五
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保

第
三
十
五
条

保
存
期
間
が
一
年
以
上
の
保
存
文
書
は

存
す
る
行
政
文
書
（
保
存
期
間
が
一
年
以
上
の
も
の

、
電
子
計
算
組
織
に
登
録
し
、
管
理
す
る
も
の
と
す

に
限
る
。
）
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
別

る
。

に
定
め
る
。

２

前
項
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定

め
る
。
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（
電
磁
的
記
録
の
管
理
）

（
電
磁
的
記
録
の
管
理
）

第
三
十
五
条
の
二

第
二
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規

第
三
十
五
条
の
二

電
磁
的
記
録
で
あ
る
行
政
文
書
の

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
磁
的
記
録
で
あ
る
行
政
文
書

管
理
そ
の
他
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る

で
あ
っ
て
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
方
法

。

に
よ
る
整
理
及
び
保
存
に
適
し
な
い
も
の
の
管
理
に

つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
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